
 
一般社団法人ロケバス協会令和 2年 4 月 8 日定例理事会議事録 
 
議事要旨 
 
 
【理事長挨拶】  
理事総数 12 名 出席 6名 オンライン参加 2 名 欠席 4名  
協会定款第 44 条の規定により理事会開催の定足数が満たされている 
ことが確認され、水田代表理事により、理事会の開会が宣言された。 
 
 
【各委員会の報告】 
 
■広報委員 
（１）ホームページ閲覧状況の報告 
高村委員長から３月のホームページ閲覧状況について報告された。 
 
（２）稼働率の報告 
西山委員から、３月のロケバス動向指数、ロケバスバンク稼働状況に 
ついて報告された。コロナウィルスの影響で大きく数字が落ちている 
との分析がなされた。 
 
 
■運営委員 
（１）総会の開催時期について 
コロナウィルス対策のため、総会の日程を変更すべきではないかとい 
う提議がなされた。 
５月１３日の予定を一週間繰り下げて、５月２０日の開催とすること 
が決定された。 
 
 
（２）事務所移転時期について 
4 月８日に前事務所から契約解除の旨を一方的に通告され、現状事務所 
が使用できない状態である旨が報告された。本来であれば総会の承認後 
の移転となるが、緊急の事態となったので本日の理事会の決定により 



移転作業を進め、総会の事後承認を得ることとなった。 
 
（３）湯乃華株式会社の入会処理が完了したことが報告された。 
業務についてのレクチャーは緊急事態宣言解除後に行う。 
 
（４）事業計画案について 
新型コロナウィルスの影響により、予定されていた地方訪問を２回から 
１回にする旨、６月開催の勉強会を１１月に延期する旨が決定された。 
また、４〜５月に予定されている事業については中止を余儀なくされて 
いることが報告された。 
 
（５）退会届けについて 
（有）Junks、（株）ダブルエムジーの二社から退会届が提出された旨 
が報告された。 
 
（６）役員立候補者について 
立候補締切り日時点での資料の準備ができ次第、報告する。 
 
■業務委員 
（１）収支予算案について 
上記議決により、前月理事会までに決定された予算が３分の２程度に 
圧縮されるため、各予算を圧縮し、新たに予算案を作成する旨が決定された。 
 
（２）岡本議員へのロケバス業界現況報告について 
３月時点で業務が４０％減、4 月は９５％減、特に非常事態宣言以降の 
受注はゼロであるとの報告をする旨が決定された。また、業務に必要な 
マスクと消毒液が不足している旨と、補助金の要求したい旨を追加したい。 
 
■ローカルネットワーク委員 
（１）ロケバス協会運行基準。 
現時点での内容で業者にわたし、デザイン等と並行して内容の調整を行う 
旨が決定された。 
 
■議決事項 
以下の事項が議決された。 
 



（１）年会費の減額・納期の延長について 
新型コロナウィルスによる各社の経済的ダメージに対応するため、 
年会費を三分の一減額すること、納期を 9月３０日に延長することが 
議決された。 
 
（２）協会事務所移転先について 
先月の理事会で多数の票を得た２案で決選投票が行われ、移転先が 
理事会で決定した。総会での承認を経て正式に決定する。 
 
 
 
 
（２）JHRへの入会について 
JHR 全日本高速道路レッカー事業協同組合への入会書類は到達しているが、 
新型コロナウィルスの影響により入会手続きが遅れている旨が報告された。 
■その他 
（１）今月の電話対応 
電話対応の報告がなされた 
0403 JACコロナ対策について 
0408 コンパスオフィスの契約停止 
その他イベント中止等の連絡 
 
（２）新型肺炎による仕事への影響、およびオリンピック期間中の 
受注状況、緊急事態宣言により、TV・CM・雑誌などの多くの業務が 
停止していること等の情報交換が行われた。 


